
バイヤーの招へいにかかる旅費を補助します
市内の中小企業者や農業者などが、地場産品及び特産品のブランド化、「はしもとブランド」の認知度向上などを図る
ことにより、本市産業の活性化と発展に資することを目的として、橋本市産業振興基金を活用して予算の範囲内におい
て補助金を交付するものです。

和歌山県橋本市

助成型（※2）

市場開拓・海外展開 / その他

市内の中小企業者や農業者等

2024年4月3日～2025年1月31日

補助率:1/2以内、補助限度額:5万円まで

補助対象事業:販路開拓または販路拡大に向け、主に商談等を目的としてバイヤーの招へい
を行う事業等

橋本市 産業振興課 産業支援係
電話：0736-33-1247

https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/keizaisuisinbu/sangyousinkou/sangyou_hojyoki
n/11388.html
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